
令和８年度　教育委員会の予算
問い合わせ　教育政策課（☎ 03-5722-9300　FAX 03-5722-9332）

区教育委員会では、物価高騰対策やICT教育の充実に取り組むとともに、
さらなる安全・安心の確保、学校における働き方改革などを推進していきます。

令和８年度予算に盛り込んだ主な取組を紹介します

●区立小・中学校給食費保護者負担ゼロ 10億2,703万円
　物価高騰の影響を受ける児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、給食費の保護者負担を
ゼロにします。

●自然宿泊体験教室の保護者負担軽減  1億200万円新規

　自律心や規範意識の育成などをねらいとして、小学校５年生から中学校１年生で実施する自然宿泊
体験教室において、体験学習料及び食事代等の公費負担を増額します。

●卒業記念アルバムの保護者負担軽減  4,293万円新規

　引き続く物価高騰の中で、保護者の経済的負担の軽減を図るため、卒業記念アルバムの作成費を補
助します。

物価高騰
対策

●ICTを活用した教育活動の推進 1億699万円
　昨年度更新した学習用情報端末を効果的に活用するため、引き続きGIGA支援員の配置等を行い、
児童・生徒の情報活用能力の育成を図ります。

●AIを活用した英会話練習サービスの導入  4,467万円新規

　区立中学校において、英語でのコミュニケーション能力の向上を図るため、学習用情報端末を用い
た英会話の練習（AI活用）ができるサービスを導入します。

ICT教育の
充実

●学校・園の安全管理強化 1,823万円
　子どもたちにとって、より安全・安心な学校・園とするため、校門周辺での見守りや敷地内及び施
設周辺の巡回等を行う警備員の配置等を行います。

●学校・園防犯カメラシステムの更新 1,191万円
　学校・園の安全管理を目的として設置している学校・園防犯カメラシステムの機器を更新します。

安全・安心の
確保

●エデュケーション・アシスタントの配置 1億3,877万円
　教員の負担軽減を図るため、小学校において副担任相当の業務を担う職員を人材派遣により配置します。

●教職員出退勤管理システム運用 6,715万円
　現行システムを更改し、勤務時間等の勤怠管理のさらなる効率化を図ります。

学校における
働き方改革

※数値は項目ごとに万円未満で四捨五入しています

教育費
予算額
内訳

小学校費 51.5％
189億1,676万円
小学校費 51.5％
189億1,676万円

教育総務費 24.9％
91億3,755万円
教育総務費 24.9％
91億3,755万円

中学校費 16.5％
60億4,860万円
中学校費 16.5％
60億4,860万円

生涯学習費 5.6％
20億4,872万円
生涯学習費 5.6％
20億4,872万円

幼稚園費 1.5％
5億3,966万円
幼稚園費 1.5％
5億3,966万円

令和８年度
教育費予算額￥

366億9,129万円
（前年度比59.3％増）
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子ども読書活動推進計画を策定しました

問い合わせ　八雲中央図書館（☎ 03-5701-2795　FAX 03-5701-2794）

　令和８年度から令和12年度までを期間とする、目黒区子ども読書活動推進計画を策定しました。
　本計画では、子どもたちが読書を通じて学びの基盤を獲得し、成長してからも高い知的好奇心を
持ち、生涯にわたり主体的に学び続けることを目指すとともに、大人も含め世代を超えた読書活動
の推進につなげていくことを目標としています。
　目標の実現のため、５つの基本方針及び５つの方向性を設定し、具体的な施策を実施していきます。

「めぐろエミール」のあるめぐろ学校サポートセンターは、
中目黒スクエア（中目黒2-10-13）に移転しました。

学習支援教室「めぐろエミール」をご利用ください

問い合わせ　めぐろ学校サポートセンター（☎ 03-3715-1531　FAX 03-3715-2846）

「めぐろエミール」は、学校を休みがちなお子さんを
対象に、安心して過ごせる居場所を提供し、子どもの
学びのサポートと自立の支援を行っています。
　支援拠点として「めぐろエミール」、

「東根住区センター児童館室外支援」のほか、
新しく「月光分室」を開室しました。

詳細はこちら ▲月光分室（こもれび目黒本町内）

５つの基本方針

　読書への関心を高める取組を行っていきます。
本に触れる機会を増やす取組

本との出合い事業の推進
子ども読書活動の啓発広報の推進 など

　多様な状況に置かれた子どもたちが本に接する機会を確保し
ていきます。

多様な子どもたちへのサポート

多様な資料の充実と周知
外国語を母語とする子どもに対するサービスの充実 など

　誰もがいつでもどこでも読書ができる機会を増やし、学びに
生かせるよう情報環境を整備します。

デジタル社会への対応

めぐろ電子図書館の周知 など

　子どもの視点を尊重し、自分たちで読書活動を推進していけ
る環境を整備します。

子どもの視点に立った読書活動の推進

読書記録ページの活用
中高生向けPRの充実 など

　子どもが読書により自発的、主体的、対話的な学習活動を行
うことができるよう、支援をしていきます。

自発的学習への支援
総合的な学習の支援
小学校と区立図書館の交流・連携 など

５つの方向性
■乳幼児（０～５歳程度）を対象とした読書活動の推進
■小学生（６～12歳程度）を対象とした読書活動の推進
■中高生世代（13～18歳程度）を対象とした読書活動の推進
■子どもの読書活動推進に関わる学校等関係機関の連携・協力
■子どもの読書活動推進に関わる担い手の育成

詳細はこちら
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